	平成23年度
埼玉県予算編成に関する要望書


平成2２年10月26日　
埼玉県議会　無所属刷新の会
はじめに
昨年の政権交代から一年以上経った日本の現状は、止まらぬ円高やデフレの進行等による雇用の減少や賃金の低下など厳しい経済状況に加え、外交面においても主権国家としての威信を失墜するような事態にまで陥っています。
今後益々進行する少子高齢化と人口減少により、日本の国力をどう担保していくのか、具体的な有効策が見えない今こそ地方行政に携わる者として、地方から国を変えるべく行政の刷新を進めなければなりません。
埼玉県では上田知事のリーダーシップのもと、5カ年計画の最終年を迎える「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」等での共助社会の構築や「未来」への集中的な投資など、県の将来を見据えた事業展開を進め、全事務事業の徹底的な洗い直しによる事業の新陳代謝を加速させているところです。

我々刷新の会としましては、二元代表制の一翼を担う県議会の一員として県行政に対し今後も厳しい目を向けていくつもりです。
つきましては、今後更なる県政の発展を念頭に置き、「平成23年度　埼玉県予算編成に関する要望書」を取り纏めましたので、県財政の大変厳しい状況ではありますが、特段のご配慮を賜りますようここに要望いたします。
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行　財　政　改　革
●職員の知識・経験、情報力、信用力を活用し、予算以外の「知恵と汗」につ
いても一体として考える取組の拡大
●県・知事部局の職員削減と仕事の効率化の更なる推進
●県立施設、出資法人への更なる補助金の見直しと整理縮減
●入札事務の効率化、迅速化がはかれる電子入札の活用
●談合防止のための更なる制度改革と、行政コストの削減
●「指定管理者制度」の更なる活用
●財源の伴う権限移譲を推進し市町村の自主独立性を高め、更なる地方分権

の推進
●県職員と市町村職員の更なる人事交流を進め県民・市民のための一体性の
ある行政運営の推進
●八ツ場ダムの本体工事の早期実施

●公共事業における県内業者の仕事量確保と技術力の向上に資するあらゆる

対策の推進
総　務　関　係
●埼玉県広報の強化のために若者の意見を活用する機会と場の拡大
●県内出身の有名タレントの広報への積極的活用

●東京都のMXテレビなどを参考に県広報番組の柔軟な発想による見直し

●県民活動センターの利用者サービスの更なる拡充
●県平和資料館の利用率向上の為の広報活動の充実と、館の歴史的史実に基づ
　く公正・中立な運営と我が国の戦後平和維持活動の公正な評価による展示内
容の拡充
●自治会館敷地購入補助制度の新設
●各種アンケートやパブリックコメントの回答方法の取り扱いについて効率よ

く数多くの回答が得られるよう再検討
●各出先機関などで数多く処分される各種情報誌やパンフレット、ポスターな
どの取り扱いについて見直しを図り効率よく経済的な方法を検討
●私立学校運営費補助金における朝鮮学校への補助金支給の廃止

警　察・危　機　管　理　防　災　関　係
●警察官増員と装備・施設の整備などによる警察基盤の更なる強化

●地元自治体からの要望に応え信号機や横断歩道の大幅増設へむけた予算の　増額

●福祉事業所の駐車除外手続き申請期間の延長

●防災拠点となる公共施設の耐震化の早期整備推進
●スクールゾーンエリア住民の特別通行許可証の地元交番による簡易発行
●町内会やNPOによるパトロールなどの自主防犯活動組織の拡大と支援の強化
●自転車のマナー向上のための指導及び取締りの更なる強化
●災害時要援護者の避難体制の整備
●劣化し消滅した路面標示や交通規制標識の補修業務を道路管理者へ権限移譲
●災害時における動物の指定避難場所の確保
産　業　労　働　関　係

●金融機関の貸し渋り防止に向けた対策の拡充

●創業支援対策の拡充

●ニート、フリーターへの自立・就業支援対策の更なる拡充

●失業者の雇用対策の拡充

●大手スーパーやフランチャイズ店の商店街加入促進

●商店街に対し新商品の開発、普及、販売促進などの支援拡充

●技術支援や情報提供、販路開拓など経営革新に挑戦している経営者への積極
　的支援

●「創業するなら埼玉」と言われるよう、起業家やベンチャー企業に対し、技
術開発、資金調達の支援拡大に向けた経営相談窓口の機能強化

●退職期を迎えた団塊の世代に対する就業・地域活動への支援

●顧客ニーズにきめ細かく応える魅力ある商店街の形成支援

●地域特性を活かしたサービスや、新商品の開発、普及、販売促進を支援

●大規模商業施設等の適正立地や中心市街地のにぎわい回復を目的として改正
　されたまちづくり3法を踏まえ、これらの制度の積極活用

●フィルム・コミッション、ロケーションサービスの更なる充実・促進

●若手経営者対象ゼミ、講演の実施を支援

●観光庁発足に伴う、国と連動した更なる観光政策の促進・充実

●外国人観光客誘致における、更なる受け入れ態勢の促進

●次世代エネルギーの普及促進のための産官学連携の強化充実
●円高における埼玉県内企業への支援対策の拡充
●県及び市町村観光マップの整理統合を促進し、わかりやすく

使いすい観光マップの作成による、魅力ある埼玉県の観光行政の推進
●県ホームページにおける観光ガイドの中の写真枠があっても写真が載って
いないような怠慢管理体制をなくし、しっかりした管理体制での観光行政の推進
●外国人観光客に対するマナー向上とトラブル対策
●民間の力やアイディアを生かす経営戦略会議的な機関の設置と活用
農　業　関　係

●県内自給率アップに向けた本格的な対策強化

●遊休農地の積極的活用

●県内農産物のさらなる広報活動の推進

●地産地消の更なる推進

●農家が、農業として自立した生計が立てられるような施策の展開

●県内ブランド農作物の更なる普及啓発

●「彩のかがやき」などの県産米の生産支援と需要拡大の更なる推進

●生産物に高い付加価値を付け、斬新な流通・販売戦略のもと、先駆的な高収
益農業の実現に向けた食品産業などとの連携支援

●海外の姉妹・友好都市と提携した生産物の流通促進
●県内農産物の海外輸出に向けた支援体制の確保
●農商連携による商品開発の推進
環　境　関　係

●県有施設等への植栽を積極的に推進

●都市部における屋上や壁面緑化のさらなる推進と積極的支援
●事業者のISO取得等への支援拡充

●不法投棄へのパトロールと撤去体制の強化
●行政と県民、企業、ＮＰＯが連携し、協働による緑地、農地、森林、水辺空
間などの保全・活用

●アスベスト処理に対する県の対応策の更なる充実

●エネファームなどの次世代エネルギーの普及に向けた更なる補助制度の拡大
●環境の保全・創造への理解を深めるための環境学習の推進

●環境関係美化運動のさらなる推進
都　市　整　備　関　係

●地域の歴史や伝統の調和した街並みの誘導と、美しい景観を備えたまちづく
 りの推進

●河川敷にある未整備の親水公園整備と気軽に県民が参加出来るパークゴルフ
場等のスポーツ施設の整備
●少子高齢化及び人口減に対する土地利用計画の検討
県　土　整　備　関　係
●水辺再生事業の県民提案による再生箇所枠の拡大

●河川敷等の未整備地区のスポーツ施設への活用補助と整備費用の確保
●民間活力を利用した形での遊休地等へのスポーツの場の拡大

●土地区画整理組合に対する無利子貸付金制度の創設
●慢性的に渋滞している交差点や、危険な交差点の改良整備の促進
●道路幅が狭い道路における自転車及び歩行者と自動車の安全な通行区分の整
備促進
●ゲリラ豪雨などによる内水対策のための国・県道及び公共用地における貯留浸透施設等の整備促進
教　育　関　係

●自殺・うつ病対策として道徳の授業における読み聞かせ授業の実施拡大

●県内すべての子供達が、地域の伝統芸能を総合的学習の時間や課外活動を活
用し、授業等を通じてふれあい親しみ学べる場づくりの徹底
●青少年に安全保障の大切さを体験し学習してもらう青少年防衛講座の実施

●特別支援学校新設校によって転校を余儀なくされている方々に向けた登下校
環境の整備
●多くの子供達が好きな部活動に入り、目標を持って大会に出場できるように
合同部活動のあり方の研究と推進

●事実に基づいた形での我が国や郷土に誇りをもてる正しい歴史教育の推進

●親の学習を単なる子育て教室にならない形での更なる推進

●モンスターペアレント対策の拡充

●先人を敬う心と規律ある態度を育む道徳教育のマニュアル化と推進

●小中高校生への自然・社会体験活動の拡大

●いじめの完全防止に向けた対策の強化

●学力、規律ある態度、体力の３分野（知・徳・体）向上のための教育改革を
徹底
●習熟度別指導や補充的指導の拡大
●公立学校の機能強化

●自然や社会体験などによる体験学習の拡大と社会力の育成

●埼玉県教育振興基本計画（生きる力と絆の埼玉教育プラン）における５つの基本目標達成に向けた施策の更なる推進
●在校生、職員の立場に立った県立高等学校の再編整備事業の促進

●公立学校の教員の民間企業等への研修制度の拡充と指導力向上策の強化

●優秀な教員の確保に向けての工夫と努力の強化

●「海の武士道」などを活用した武士道教育の普及
福　祉・保　健・医　療　関　係

●自治体病院への支援策強化
●介護従事者の賃金アップなど待遇改善に向け、更なる国への要望活動を行うとともに県独自の施策の充実
●自殺うつ病対策における読み聞かせ授業用絵本の購入
●特別養護老人ホームの県単独補助制度の更なる拡充と整備促進
●老人活動等の支援事業における老人クラブ等の事業補助金への使途の周知徹
底

●医療需要へ対応するために開業医の積極的誘致

●障害者福祉施設の就労支援機能の強化

●障害者就業・生活支援センター事業の拡充
●発達障害支援プロジェクトの更なる推進

●民間活力による保育所の整備や、保育と幼児教育の一体的な運営を支援し、
　入所受け入れ枠のさらなる拡大
●認可外保育施設や家庭保育室の県独自の安心安全基準づくりと支援強化
●♯８０００番の相談時間の延長および相談体制の充実
●小児救急医療の医師不足を解消するために医師確保対策推進事業の拡充
●２次救急医療の充実を図るための、市町村への支援の拡充
●ドッグランの整備促進と、災害発生時における犬・猫などのペットの避難場
所の確保への取り組み

●動物指導センターの施設拡充

●高齢者の文化・スポーツイベントの支援

●健康づくりを支援する生活習慣病対策の実施

●高齢になっても自立して暮らせる介護予防の支援

●子育て応援宣言企業の登録拡大と取り組み支援

●国民健康保険組合への特定健康診査・保険指導事業に対する財政支援

●県立病院医師の県内自治体病院への兼職を可能にする制度の創設

●小児科・産婦人科医の充実を図るための具体的施策の推進

●開業医による拠点病院支援事業費の拡充
●県単独型の高度救命救急センターの設置

　

●保健所の動物行政分野の人員及び施設の充実

　

●各保健所における個別の犬・猫の地域型譲渡会の実施

●各保健所の動物収容棟の施設整備と動物愛護団体等ボランティアとの協働

の促進

　

●自殺防止対策の取り組み強化

●県立がんセンターの緩和ケア医療の充実。
●動物指導センターの殺処分機を二酸化炭素ではなく麻酔薬方式など、苦痛を伴わずに安楽死できるものへの更新。
●動物指導センター・各保健所における収容動物の更なる環境改善のための人員・予算の投入。
●県立がんセンターへの重粒子線治療設備の早期導入

●県立がんセンターの相談支援センターの機能強化のための人員・予算の投入。
●県立がんセンターの緩和ケア病棟の機能強化。
●県立がんセンターの施設改修について、高度最先端設備の導入と医療
スタッフの充実
●がん在宅緩和ケアネットワークの早期構築

●２次救急医療体制確保のための医師確保について積極支援
●乳幼児医療費支給範囲の一層の拡大
●北朝鮮による日本人拉致問題・人権侵害問題に対する県民意識の啓発事業の推進
●周産期医療体制、小児救急を中心とした救急医療体制の脆弱化解消の為、自治体病院と民間病院の役割分担の明確化
●地域連携クリティカルパスの更なる普及
N　P　O　活　動　関　係
●団体希望寄付金制度の県民への広報活動の強化
●行政への協力いただいているNPO団体への補助金の拡大
●行政の下請け活動とならないよう、自立したNPO活動サポート体制を拡充
●県民がNPO活動へ参加しやすくなるための情報提供や相談体制の強化
●NPOと行政の協働の更なる推進と業務委託の拡大
地　元　問　題
・志木市
●水辺再生100プランにおける新河岸川の水辺再生事業検討会の検討結果実施向けた予算付け
●がん検診受診率５０％達成のための県独自の財政支援
●志木市民病院への整形外科医師の派遣支援
●荒川右岸流域下水道維持管理負担金に関し発生した余剰金の早期全額返還
●河川敷を利用したパークゴルフ場整備の検討
●志木市幸町3-10　押しボタン信号の設置　
●志木市上宗岡1-8-41付近　袋橋通りへの押しボタン信号の設置
●県道川越・新座線、上宗岡3-5（東上セレモニー先・ホール第二駐車場）先の十字路への押しボタン信号の設置
●志木市中宗岡2-26-24　押しボタン信号の設置
●志木市上宗岡4－27付近　羽根倉橋西交差点に右折用矢印信号の設置
●志木市本町４ー１４　大原交差点　点滅式歩行者用信号の設置
●県道川越・新座線　志木大通り　志木市本町1-1556-10　付近の歩道拡幅
●志木市下宗岡３－１３－８　コインランドリー前の横断歩道に押しボタン信号の設置
●都市計画道路中央通停車場線（本町通り）本町１丁目交差点から市道１１９３号線、本町３丁目の交差点付近までの2工区の整備、並びに歩道部分における野火止用水跡地モニュメントの設置

●都市計画道路中央通停車場線（本町通り）市道１１９３号線、本町３丁目の交差点付近から本町5丁目ユリノキ通りまでの3工区予定地域の街路整備事業の着手
●都市計画道路中央通停車場線（本町通り）の整備済み区間における歩道部分の歩行者と自転車へ通行区分の分離作業の実施
●主要地方道さいたま東村山線（いろは通り）中宗岡3丁目交差点の交差点改良の整備促進
●主要地方道さいたま東村山線（いろは通り）宗岡公民館前の交差点改良事業の整備促進と北側（中宗岡３－３エリア）の歩道整備の実施
●主要地方道保谷志木線　（宿通り）　上宗岡2丁目交差点の改良工事の着手
●国道254号バイパスの早期開通に向けた整備促進
・鴻巣市
●子宮頸がん予防ワクチン接種に対する県費助成の実施
●河川事業　元荒川親水事業の促進

●主要地方道鴻巣・川島線の整備促進

●主要地方道鴻巣・羽生線の歩道整備事業の推進と国道17号宮地交差点の右折帯の整備促進

●主要地方道行田・蓮田線の特定交通安全施設等整備事業の推進

●主要地方道さいたま・鴻巣線の歩道整備の早期完成

●乳幼児医療費補助額の所得制限の廃止

●幼稚園就園奨励費補助の県費補助の導入
・桶川市・伊奈町
●県道川越栗橋線の交差点改良の整備推進
●通称第二産業道路の終点（桶川）側からの同時推進
●県道桶川停車場線の早期拡幅事業化
●旧陸軍熊谷飛行学校桶川分教場の整備
●県道上尾環状線の早期道路改良
●ニューシャトル丸山駅のエレベーター設置に対する支援

●一級河川江川の河川改修の促進

・桶川市・鴻巣市（共通）
●上尾道路の未事業化区間（圏央道（仮称）桶川北本I.C～鴻巣市箕田）の早

　期事業化に向けて国の関係機関に強く要望すること
・川越市
●松江町交差点改良事業の促進

●埼玉県特別支援学校放課後児童対策事業費補助金の補助額の引き上げ
●地元地域と一体となった西部地域ふれあい拠点施設（仮称）整備事業の推進
・東松山市　
●東武東上線における昼間も走る特急列車増発の東武鉄道株式会社に対する
要望
●こども動物園、平和資料館、物見山公園（東松山市）との一体性のある連動した公園整備と公園に併設する地元食品の地産地消を目的とした比企グルメタウンの創設
●最先端の日本のエコ技術を身近に接し関心を持って頂き、エコライフの啓蒙・普及に努めることを目的とした東松山エコランドの創設
●東松山市への先端技術系企業や研究開発施設誘致の促進
●主要地方道東松山生越線と一般県道高坂上唐子線の交差部、葛袋交差点改良整備（右折帯の延伸化）の県費施工にての推進
●主要地方道深谷東松山線、東松山市松山町２丁目地内の東松山斎場入口交差点より滑川町の一部までの未改良部分の歩道整備の推進
●主要地方道東松山鴻巣線と東松山市大字柏崎地内と若松町２丁目地内を結ぶ道路との交差点の信号機の設置
●主要地方道行田東松山線と主要地方道東松山鴻巣線との東松山市本町一丁目交差点部の右折帯の早期推進
●主要地方道東松山鴻巣線東松山市本町地内及び松本町地内における歩行者及び自転車の安全確保対策の早期実施
●主要地方道行田東松山線東松山市内における段差のない歩道改良工事の早期実施
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